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午前・午後 ２時１５分 

東郷町議会議長 箕 浦 克 巳 殿 

                東郷町議会議員 

                議席番号 ５ 番  氏名 加 藤 達 雄 ㊞ 

一 般 質 問 通 告 書 

東郷町議会会議規則第５９条第２項の規定により、次の事項について

質問（一問一答方式・一括質問方式）したいので通告します。  

記  

                            №  3－１   

質問事項  質   問   要   旨  答弁者  

 

 1  愛 知 池 東 側

産廃 処 理施 設

火災について  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1）㈱セージツについて  

 ①  同社施設が、当地諸輪百々で操業開始

したのは、県より産業廃棄物処分業許可

証が発行された、2011 年 1 月からなのか、

又その後事業は拡張されて来たのか。  

 ②  同施設は、㈱セージツが「さくらパーク

東郷」と呼称するほど素晴らしい環境で

あるが創業以来、違法行為・ボヤ等は無か

ったかのか。  

 ③  前述の許可証による事業内容は、産業

廃棄物、 18 品目全ての収集運搬・中間処

理となっている。品目ごとの業務内容の

確認はやられていて、最終埋め立ては、当

地では出来ない事でよいか。  

 

（ 2）事業者の責務について  

 ①  「廃掃法」に、事業者は廃棄物の減量そ

の他、適正な処理の確保に関し、国及び地

方公共団体の施策に協力しなければなら

ないとあるが、同社の対応に問題は無か

ったか。  

 ②  同施設内の廃プラ産廃物の保管量上限

値は県許可証に、 247.58 ㎥と（有効期限

H28/1）規定されている。廃掃法には日産

処理量の 2 週間分とされている。しかし

新聞報道で、廃プラ約 4,000 ㎥が燃えた

とされる。各々数値の精査は必要である

が、事業で一番重要なコンプライアンス

の欠如が招いた事故と断じるが見解はど

のように思われるか。  

 

町長  

担当部長 

 （注）要旨は、具体的に記載すること。  



                  ５番氏名  加藤達雄   №  3－２  

質問事項  質   問   要   旨  答弁者  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 地域共生社会

について  

 

 

 

 

 

 

 

 ③  同施設の「マニフェスト」は紙仕様か電

子式か、又いずれにおいても焼失したと

思うが、確実な再発行は可能なのか。  

 

（3）国及び地方公共団体の責務  

 ①  「廃掃法」第四条 2 項に市町村は区域

内の産廃物の状況を把握し、産廃物の適

正な処理が行われるように、必要な措置

を講ずるよう努めなければならないとあ

りますが、その実態について伺います。  

 ②  同施設は、消防法に規定する防火対象

物になっているのか、もしそうであれば

消防署の立ち入り検査の概要を説明下さ

い。  

 ③  現場周辺各所（隣接の養鶏場等）の火災

の影響。消火剤、消火汚染水が前川・境川

へ流出による水生小生物の影響は無かっ

たか、その調査はやられたか。  

 ④  南側に位置する名大農場近接住民から

は、直接の被害は無いと伺いましたが、愛

知池、周辺田畑への煙害・塵埃の汚染は無

かったのか。  

 ⑤  同施設に再発防止と、環境保全・改善に

大きな使命が課されるが、先ずは原状復

帰が重要で、焼却残渣の適正処理、野積み

場の土壌汚染調査と改善、業務改善計画

の策定等、行政指導が重要となります、何

処が主体性持って進めるのか伺います。  

  

（ 4）地元住民の声  

 ①  諸輪北部地区の住民から、もくもくと

上る火災雲を 3 日間目にされ、今後産廃

事業者への厳格な対応の要望を求められ

た。再開のハードルは高いが、住民の為の

環境配慮の一層の取り組みと、事業の透

明性の公開を強く望みたい、見解を問う。 

  

（1）地域共生社会とは  

 ①  今進められている「地域包括ケアシス

テム」の理念を広げ、高齢者以外に障がい

者、子育て分野、その他生活困窮者に地域

の支え合い体制と公的サービスと協働に  

て対応すると理解しますが、このシステ

ムの概要と背景について伺います。  

 

 

 町長  

 担当部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

町長  

 担当部長 

 

 

 



（注）要旨は、具体的に記載すること。  

  ５番氏名  加藤達雄   №  3－ 3  

質問事項  質   問   要   旨  答弁者  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②  構築中の「地域包括ケアシステム」は、

2025 年の問題をクリアするという明確な

目標がありますが、構築過程において「 5

つの構成要素」の中で「日常生活支援」に

課題があると思います。行政はどの様に

分析されているか伺います。  

 ③  地域共生社会のシステム構築の推進に

より、これまで高齢者を中心として進め

てきた「地域包括ケアシステム」が確立で

きていない中で、この大構想に没頭して

しまわないかと懸念するが、お考えを伺

います。  

 

（ 2）地域共生社会構築における事前の作業  

 ①  総合事業において、地域で支え合う体

制造りを、いわゆる B 型と呼んでいるが、

住民 主体 の支 援が 広が らな い 課 題に 対

し、これをどう捉え改善策は有るのか伺

います。  

 ②  「地域福祉計画」の策定業務の委託にあ

たり、公募型プロポーザルをやられたよ

うですが、概要について説明下さい。  

 ③  「地域福祉計画」の目的、意義と一番留

意するポイントについてお考えを伺いま

す。  

  

（ 3）社会福祉協議会の重要な位置付け  

 ①  現在「社協」発行の第 4 次「地域福祉活

動計画」が運用されていますが、このシス

テム展開において「社協」は主体的で重要

な役割が期待されます。  

  先進事例によると「地域福祉計画」は行政

計画、「地域福祉活動計画」は民間計画と

捉えられていますが、本町の考え方につ

いて伺います。  

   

 

町長  

 担当部長 

 

（注）要旨は、具体的に記載すること。  


